
意見の概要 対　応
■相談支援専門員の養成および育成について

各地域、各市町において、どれくらい相談支援専門員が必要で、どれくらい
足りていないのか試算する必要がある。

・市町毎のセルフプラン率を勘案し、指定特定相談事業所において、本来、
何人必要で、何人足りていないのかを市町に照会することとする。

また、各地域において体制が整っているのか評価をする必要がある。体制が
整っているとは、常勤・専従であること。

・障害者相談支援事業の実施状況等調査（厚労省：R5.4/1時点）を分析す
る。

「研修の質を保ちながら、研修の充実に努める。」とあるが、現状、枠を広
げるのは困難である。

■地域における住まいの場の確保について 【現プランに記載のとおり】
　ＧＨが増えてきているが、それだけではない。 ・在宅や外出時を支える介助や見守り等の支援の充実
自分で住んでいる家が暮らしやすいであったり、借りたい家が借りやすい

といったことも重要。
・一人暮らしの障害のある人等を支える支援の充実

・民間賃貸住宅への入居支援

■共生社会づくりに向けた啓発について 【現プランに記載のとおり】

　疑似体験に特化してしまうと医学モデル的なアプローチになりかねないの
で、社会モデルを意識した啓発が必要。 ・「障害の社会モデル」の考え方等について県民の理解を深めるため、周

知・啓発等を行う

■駅のバリアフリー化率について

　県内の駅のうち、乗客１日3,000人以上という国の基準に該当する駅は
36％しかない。滋賀県独自の基準で取り組んでいただきたい。 ・鉄軌道駅のバリアフリー化については、鉄道事業者および駅の所在する市

町が協議の上で実施をし、県も予算の範囲で市町に対して財政的な支援を
行っている。
・県として独自の基準で取り組むことは財政的な観点からも困難と考える
が、これまで乗降客数が国の基準に満たない鉄軌道駅のバリアフリ－化につ
いても財政的な支援を行ってきたことから、引き続き駅のバリアフリー化が
さらに進むよう支援してまいりたい。

■障害者の相談先について 【現プランに記載のとおり】

　困りごとの相談先がわからない障害者もおり、アドボケーターにも届いて
いない現状がある。障害者が抱える問題点を伝えやすい形を検討いただきた
い。

・差別を受けている障害のある人に寄り添い相談につなぐ「地域アドボケー
ター」の周知に努める

■ＧＨについて

ＧＨの利用料が高騰している。障害年金２級 65,000円、１級 81,000円で
あるが、物価高騰により利用料が10万円を超えており、明らかに利用者から
するとお金が足りない。

・ＧＨ事業者に利用者の障害年金の状況、利用料金や徴収金、整備費補助の
有無、利用者の状況等を調査する。

障害年金の範囲内で利用できるよう法人への指導と運営にかかる細かなと
ころを調べてほしい。

■サービス提供に関わる従事者への研修と介護・福祉人材センターによる人
材の確保、育成等について

それぞれの研修について、県社協の「福祉人」の育成との連動を図ってい
ただきたい。

・今後検討する。

■プランの構成について

権利擁護の推進と意思決定支援が並列で柱立てされているが、意思決定支
援は権利擁護の推進の中に含まれるものであり、柱立ての工夫が必要。

「共生社会づくり」から「ともに活動する」まで１から５の５つの柱があ
るが、それぞれの支援者がのりしろを出して連携していることが伝わるよう
な施策の立て方ができるとよい。

■防災に関する記載について

　プランの中で、防災について記載ができないか。
・現プランにおいて、「ともに暮らす」の中で災害時要配慮者の避難支援等
の防災の推進について記載している。

第２回滋賀県障害者施策推進協議会における障害者プラン２０２１に関する御意見への対応状況について

・今回の中間見直しでは、柱立ては維持することと整理しているため、令和
８年度の全面改定時に検討する。

参考資料３
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■ＧＨについて

　重度対応ＧＨが足りていない。
・指針において新たに下記のとおり追記されているため、市町へのサービス
見込量の調査の中で把握することとする。

　家族の実態としては睡眠が少ない等がある。

「利用者数のうち、強度行動障害や高次脳機能障害を有する障害者、医療的
ケアを必要する者等の重度障害者について個別に利用者数の見込みを設定す
ることが望ましい。」

どういうふうにＧＨを整備していくのか、重度対応ＧＨの数の目標ができ
ないか。（それぞれの目標：例えば医ケア等）重度障害者の家族の実態を基
に目標数を設定できないか。

■ＧＨについて

　数は示せてもハード面でどう確保していくのか。

　お金がかかるため、予算確保が実現しやすいプランの書きぶりが必要。

■福祉施設から一般就労への移行等

　就労移行→一般

　就Ａ→一般の移行者数のうち種別がわかるか

　就Ｂ→一般

■個別避難計画について 【現プランに記載のとおり】

　一般の人も入りやすい避難所のバリアフリー化も追記してほしい。 ・避難所のバリアフリー化、障害特性を踏まえた避難所運営等に取り組む

■ＧＨ利用料について

食事の宅配の値上げ等により、年金では立ちいかない状況にあることから
緊急対策が必要。

整備補助というよりは、ＧＨはパートが実態として細切れで生活を支えて
いることから、人的補助がいる。

・現行の調査では把握が困難。

・住民税非課税世帯への生活支援としては、市町事業として実施されている
ところであり、県独自の障害者世帯への生活支援を実施する予定はない。

・県単独ＧＨ整備補助を明記する。
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グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
実

態
調
査
に

つ
い
て

調
査
期
間
：
令
和
５
年
９
月
２
９
日
～
令
和
５
年
１
０
月
１
３
日

回
答

数
：
１
４
０
ｸﾞ
ﾙｰ
ﾌﾟ
ﾎｰ
ﾑ（

Ｇ
Ｈ
）
（
対
象
２
２
０
Ｇ
Ｈ
）

１
．
サ
ー

ビ
ス
種
類

介
護

サ
ー
ビ
ス
包
括

型
外

部
サ

ー
ビ

ス
利

用
型

日
中
サ
ー
ビ
ス
支
援
型

１
１
８

７
１

５

２
．
施
設

整
備
に
関

す
る
補
助

金
の
有
無

：
あ

り
４

１
Ｇ

Ｈ
あ

り
の
場

合
、
ど
こ

か
ら
の
補

助
金

か
・
民
間
心

身
障
害
児

者
社
会
福

祉
施
設
整

備
費

補
助

金
・
び
わ
湖

材
利
用
促

進
事
業
費

補
助
金

・
市
補
助

金
・
日
本
財

団
、
赤
い

羽
根
共
同

募
金
、
ダ

イ
ト

ロ
ン

福
祉

財
団

回
答
率
：
６
３
．
６
％
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グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
実

態
調
査
に

つ
い
て

３
．
定
員

：
１
，

２
６
７

名
…

①

４
．
入
居

者
数
（
調

査
時
点
）

：
１
，
０

１
５

名
…

②
（
８
０
．

１
％

…
②

／
①

）

入
居
者
数
の
う
ち
、
下
記
の
区
分

人
数
③

割
合
③
／
②

障
害
年
金
１
級

３
１
１
名

３
０
．
６
％

障
害
年
金
２
級

５
４
３
名

５
３
．
５
％

生
活
保
護
受
給
者

１
３
１
名

１
２
．
９
％

障
害
支
援
区
分
５
ま
た
は
６

３
３
０
名

３
２
．
５
％

行
動
障
害
に
関
連
す
る
項
目
が
１
０
点
以
上

１
７
７
名

１
７
．
４
％

療
育
手
帳
の
障
害
程
度
Ａ
１

１
６
６
名

１
６
．
４
％
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グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
実

態
調
査
に

つ
い
て

５
．
家
賃

（
月
額
）

：
平

均
２
９
，

８
１

０
円

（
最
高
額

６
２
，

５
０

０
円

）

６
．
食
材

料
費
（
月

額
）
：
平

均
２
５

，
７

４
３

円

【
１
食
あ
た
り
】

朝
食

昼
食

夕
食

２
７
０
円

３
８
４
円

５
１
２
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グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
実

態
調
査
に

つ
い
て

６
．
食
材

料
費

精
算
の
有

無
調
査
回

答
の
あ
っ

た
事
業
所

に
電
話
で

聞
き

取
り

【
R
5
.
1
0/
2
3
～
1
0
/2
6
】

内
訳

GH
数

備
考

精
算
あ
り

１
３
３

返
金
、
使
い
切

り
（
外
注
含
む
）
、

赤
字
、
イ
ベ
ン

ト
食
に
充
当

徴
収
な
し

１
自
活
し
て
い
る

た
め

聞
き
取
り
出
来
ず

３
－

精
算
な
し

３
・
不
明
：
１

・
電
気
代
に
回

し
て
い
る
：
１

・
家
賃
に
回
し

て
い
る
：
１

【
家

賃
設
定
18
,0
00
円
】

 6 



グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
実

態
調
査
に

つ
い
て

７
．
光
熱

水
費
（
月

額
）
：
平

均
１

１
，

４
１

４
円

（
最

高
額

４
０

，
０

０
０

円
）

精
算
の
有

無
：
あ
り

４
２
Ｇ

Ｈ

８
．
日

用
品

費
（
月

額
）
：
平

均
３

，
６

８
０

円
（
最

高
額

２
０

，
０

０
０

円
）

精
算
の
有

無
：
あ
り

３
６
Ｇ

Ｈ

（
参
考
）

家
賃
平
均

２
９

，
８
１

０
円

食
材
料
費

平
均

２
５
，

７
４

３
円

光
熱
水
費

平
均

１
１
，

４
１

４
円

日
用
品
費

平
均

３
，

６
８

０
円

合
計

７
０

，
６
４

７
円
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グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
実

態
調
査
に

つ
い
て

９
．
看
護
師
配
置
の
状
況
：
２
１
Ｇ
Ｈ
で
２
６
名

う
ち
日
中
サ
ー
ビ
ス
支
援
型
：
２
Ｇ
Ｈ
で
３
名

10
．
日
中
サ
ー
ビ
ス
支
援
型
（
調
査
回
答
数
：
１
５
Ｇ
Ｈ
）

協
議
会
へ
の
定
期
的
な
事
業
実
施
状
況
等
の
報
告
に
つ
い
て

（
１
）
直
近
の
報
告

：
あ

り
５

Ｇ
Ｈ

予
定

あ
り

（
11

月
）

３
Ｇ

Ｈ
開
設

か
ら

１
年

未
満

２
Ｇ

Ｈ
な

し
５

Ｇ
Ｈ

（
２
）
協
議
会
か
ら

の
評
価

内
容

：
（
Ａ
圏
域
：
１
Ｇ

Ｈ
）

・
利
用
者
の
年
齢
や
体
調
、
特
性
に
応
じ
た
支
援
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
体

制
が
確
保
さ
れ
て
い
る
。

・
障
が
い
の
重
度
化
・
高
齢
化
に
対
応
し
た
支
援
が
行
わ
れ
て
い
る
。

・
利
用
者
の
特
性
に
配
慮
し
た
食
事
の
提
供
が
行
わ
れ
て
い
る
。

・
権
利
侵
害
防
止
の
た
め
、
研
修
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
見
直
し
な
ど
、
改
善
に
向
け
た
取
り
組
み
が

実
施
さ
れ
て
い
る
。

・
災
害
リ
ス
ク
を
考
慮
し
た
対
策
が
行
わ
れ
て
い
る
。

・
相
談
支
援
専
門
員
、
ケ
ア
マ
ネ
と
緊
密
な
連
携
が
行
わ
れ
て
い
る
。

・
研
修
内
容
・
方
法
を
工
夫
し
、
支
援
の
質
の
向
上
を
取
り
組
ま
れ
て
い
る
。
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グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
実

態
調
査
に

つ
い
て

10
．
日
中
サ
ー
ビ
ス
支
援
型
（
調
査
回
答
数
：
１
５
Ｇ
Ｈ
）

協
議
会
へ
の
定
期
的
な
事
業
実
施
状
況
等
の
報
告
に
つ
い
て

（
２
）
協
議
会
か
ら

の
評
価

内
容

（
Ｂ
圏
域
：
２
Ｇ

Ｈ
）

Ⅰ
 昨

年
に
比
較
し
改
善
の
努
力
が
み
ら
れ
た
の
で
、
こ
れ
か
ら
来
年
に
向
け
て
さ
ら
に
良
い
経

営
が
で
き
る
よ
う
期
待
し
て
い
る
。

Ⅱ
 相

談
員
に
事
前
に
聞
き
取
り
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、
昨
年
度
に
比
べ
る
と
外
部
と
の
連
携
等

も
改
善
さ
れ
て
お
り
、
日
常
の
や
り
と
り
で
疑
問
な
ど
を
感
じ
る
場
面
は
な
く
な
っ
て
い
る
。

取
り
組
み
の
成
果
が
で
て
い
る
よ
う
に
感
じ
て
い
る
。

（
３
）
協
議
会
か
ら

あ
っ
た

要
望

内
容

（
Ｂ
圏
域
：
２
Ｇ

Ｈ
）

Ⅰ
 地

域
と
の
関
わ
り
、
連
携
強
化
を
図
っ
て
い
て
ほ
し
い
。

Ⅱ
 ①

GH
の
ニ
ー
ズ
は
高
い
が
、
家
賃
の
部
分
で
今
後
見
直
し
の
検
討
は
で
き
る
の
か
。

②
虐
待
の
通
報
に
つ
い
て
、
基
本
的
に
責
任
者
を
通
し
て
の
通
報
を
限
定
で
は
な
く
、
発
見

し
た
者
が
市
町
村
へ
連
絡
す
る
と
い
う
フ
ロ
ー
に
な
る
よ
う
に
検
討
し
て
ほ
し
い
。
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グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
実

態
調
査
に

つ
い
て

10
．
日
中
サ
ー
ビ
ス
支
援
型
（
調
査
回
答
数
：
１
５
Ｇ
Ｈ
）

協
議
会
へ
の
定
期
的
な
事
業
実
施
状
況
等
の
報
告
に
つ
い
て

（
４
）
協
議
会
か
ら

あ
っ
た

助
言

内
容

（
Ｂ
圏
域
：
２
Ｇ

Ｈ
）

Ⅰ
 食

事
に
つ
い
て
今
後
バ
ラ
エ
テ
ィ
を
増
や
す
こ
と
や
利
用
者
に
よ
っ
て
味
付
け
を
変
え
る
な

ど
工
夫
し
て
み
て
は
ど
う
か
。

Ⅱ
 ①

苦
情
対
策
に
つ
い
て
第
三
者
の
委
員
会
を
置
く
こ
と
が
必
要
。

②
避
難
訓
練
や
消
防
訓
練
は
自
治
会
等
の
協
力
が
必
要
。

③
防
犯
カ
メ
ラ
等
の
確
認
に
つ
い
て
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
に
注
意
す
る
こ
と
が
必
要
。

④
金
銭
管
理
に
つ
い
て
は
、
契
約
だ
け
で
は
無
く
外
部
の
機
関
等
に
よ
る
監
査
な
ど
に
よ
っ

て
利
用
者
の
権
利
を
守
れ
る
対
策
が
必
要
。
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